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山形県特定（産業別）最低賃金引上げ 
 －山形地方最低賃金審議会答申－ 

 

山形地方最低賃金審議会（会長：本間
ほ ん ま

佳子
よ し こ

）は、山形県最低賃金（１,０３２円（12 月 

23 日発効））を上回る額で設定される３つの山形県特定（産業別）最低賃金の改正につい

て、下記のとおり山形労働局長（局長：島田
し ま だ

博和
ひろかず

）に答申しました。 

今後、答申内容の公示等の諸手続を経て、本年 12 月 23 日（火）から効力が発生する予

定です。 

 なお、自動車整備業は現行１,０１７円ですが、12 月 23 日から山形県最低賃金１,０

３２円が適用されることとなります。 

 

記 

 

１. ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化

学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業（略称「一般産業用機械・装置等製造業」） 

時間額（改正前） １,０７０円（１,０１２円） 

引上げ額（引上げ率） ５８円（５.７３％） 

発効日 令和７年 12月 23日 

答申日 令和７年 10月 21日 

 

 

「ヤッピー」は山形労働局のイメージキャラクターです。 

令和７年 10月 21日（火） 

【照会先】 

山形労働局労働基準部賃金室 

  賃金室長 門脇 英子 

賃 金 係 髙橋 里歩 

電話 023‐624‐8224 

―ＹＡＭＡＧＡＴＡ ＬＡＢＯＵＲ BＵＲＥＡＵ― 



２．電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 

（略称「電気機械器具等製造業」） 

時間額（改正前） １,０５５円（９９６円） 

引上げ額（引上げ率） ５９円（５.９２％） 

発効日 令和７年 12月 23日 

答申日 令和７年 10月 21日 

 

３. 自動車・同附属品製造業 

時間額（改正前） １,０７０円（１,０１２円） 

引上げ額（引上げ率） ５８円（５.７３％） 

発効日 令和７年 12月 23日 

答申日 令和７年 10月 20日 

 

※ 審議経過等 

山形労働局長は、令和７年９月３日に金額改定の必要性の有無について山形地方最低賃金審議会へ諮問

したところ、同審議会は、３つの山形県特定（産業別）最低賃金について９月 19日に「金額改定の必要性

あり」との答申を行いました。 

答申を受け山形労働局長は、令和７年９月 19日に山形地方最低賃金審議会へ各特定最低賃金の金額改定

について諮問し、同審議会において、３つの専門部会を設け慎重に審議した結果、全会一致で改正額等に

ついて結審したものです。 

 

 


